
 

 

 

吉祥院 技術者用パンフレット作成 

仕様書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市上下水道局 下水道部 

鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 



１ 概要 
   本件は、鳥羽水環境保全センター吉祥院支所の見学者（技術者）に配布するパンフ

レットの作成を行うものである。 
 

２ 納品場所 
   京都市南区吉祥院東浦町１ 
   京都市上下水道局 下水道部 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 
 
３ 納期 
   契約締結の日から令和８年３月１３日まで 
 
４ 仕様 

  
５ 作成部数 
   技術者用Ａ４冊子 ：５００部    
 
６ その他 
 （１） 納品時には、完成品データ（イラストレーター及びＰＤＦ：いずれもフォント

が生きた状態）をＤＶＤ－Ｒ等の電子媒体（２部）を納品すること。 
（２） 詳細については、契約後、監督員と十分に打合せを行い、決定すること。 
（３） 別紙見本に使用している文章及び写真は差替えることがある。 
（４） ユニバーサルデザイン（見分けやすい配色の使用、読みやすさに配慮したフォ

ントの採用など）に配慮したものであること。 

 技術者用パンフレット 
刷色数 4 色／4 色 

紙質 
コート紙 110kg 
可能な限り、再生紙（古紙混合率 70 パーセント以上）使用 

ページ数 
中綴じ（A4 冊子） 
本文２８頁程度 
表紙裏表紙各 1 頁 

印刷内容 

今回の印刷は平成 30 年 4 月版を令和 7 年 3 月時点の内容に修正

したものを印刷するものである。 
イラストは、受注者のオリジナルであること。 
写真、ロゴマークデータは貸与する。 
水位高低図については CAD データを提供するのでイラスト風に

加工すること。 
表紙の背景写真は、受注者が提供すること。 

校正 原則 2 回以上の文字校正と 1 回以上の色校正を行うこと。 



７ 著作権等の取扱い 
⑴  本業務において受託者が作製した著作物の著作権（著作権法第２７条及び第２８条

の権利を含む。）は、全てこれを当局に譲渡するものとする。また、受託者は、本著

作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。 
⑵  業務において知的財産基本法第２条に規定する知的財産権に関連し、第三者の権利

の保護の対象となっている著作物等を利用して本業務の用に供しようとする場合は、

受託者の負担により、適正に権利関係の確認と処理を行うこと。また、万一、第三者

からの権利の主張、損害賠償の請求等があった場合は、受託者の責任と負担により対

処するものとし、本業務の遂行及び成果物の使用に際し支障を及ぼすことがないよう

にすること。 
なお、第三者の著作物等を使用する場合は、本著作物の全部又は一部を当局が制

作する印刷物や当局ウェブサイト等に掲載する場合がある点に留意すること。 
 
８ 特記事項 
⑴ 秘密の保持 
ア 受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らす等、自己の利益のた

めに使用してはならない。 
イ 受託者は、本制作物等（業務履行過程において得られた記録等も含む。）を第三者

に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。ただし、当局の承諾を得た場合はこの

限りではない。 
⑵ 禁止事項 

ア 受託者は、創作物について登録等を受ける権利は当局に単独で帰属し、当局が自己

の裁量に基づき知的財産権に関する法律上の保護を受けるために出願や登録を受け

る権利を有すること及びこれにより取得する知的財産権は当局に単独で帰属するこ

とを確認する。 
イ 受託者は、本制作物等を一部切り出して商標として使用又は商標登録出願はできな

いものとする。 
ウ 受託者は、本制作物等の利用に際し、内容を改変又は二次的著作物の創作をできな

いものとする。 
エ 受託者は、本制作物等を公序良俗に反する態様で使用できないものとする。 

⑶ 契約不適合責任 
本制作物等において、契約の内容に適合しないものが見つかった場合は、本業務完

了後であっても、当局の要求に従い、速やかに無償で是正すること。 
⑷ 関係法令の遵守 
  受託者は、関係法令等を遵守して本業務に当たること。 
⑸ 業務体制 

受託者は、納品期限内に納品できるよう十分な体制で臨むこと。 
⑹ 協議による決定 
    本仕様書に記載のない事項及び内容に疑義が生じた事項は、当局との協議により決



定する。 
なお、協議により決定しない場合は、当局の指示により決定する。 



前回からの変更内容 
◎表紙裏表紙 
 写真、イラストの修正。 
 
◎読点の表記の変更 
 文章全文 読点の表記を「，」から「、」に改める修正。 
 
◎京都市の下水道（１～２ページ） 
 文章、下水道の現状のイラストの修正を予定しています。 
 
◎鳥羽水環境保全センター吉祥院支所の概要（３～４ページ） 
 文章の修正を予定しています。 
 
◎処理施設（５～１６ページ） 
 施設、設備が変更となった内容等について修正を予定しています。 
  
◎水位高低図（１７～１８ページ） 
 施設が変更となった箇所の修正を予定しています。 
 
◎オゾン処理施設（１９～２０ページ） 
 文章、施設が変更となった箇所の修正を予定しています。 
 
◎合流式改善と浸水対策（２３～２４ページ） 
 文章、施設が変更となった箇所の修正を予定しています。 
 
◎鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 平面図（２５～２６ページ） 
 施設が変更となった箇所の修正を予定しています。 
 
新規 CAD データ等は提供いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

【参考資料】 
平成３０年４月版 

技術者用パンフレット 
 



最新版に更新
※ロゴマークは監督員から提供
※文字の打替え、表紙、裏表紙デザイン等は受注者にて実施

パンフレット修正案



最新版に更新
※区域図は監督員から提供
※文章全文　読点の表記を
「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは
受注者にて実施



最新版に更新
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
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施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
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施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
※CADデータを監督員から提供するが、受注者にてイラストを作成すること。



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
※受注者にてイラストを修正すること。



※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
※受注者にてイラストを修正すること。



施設が変更となった箇所の修正
※文章全文　読点の表記を「，」から「、」に改める
　文字や数字の打替えは受注者にて実施
※受注者にてイラストを修正すること。


